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令和５年９月長浜市教育委員会定例会 議事日程 

 

 

令和５年９月２８日（木） 午後１時３０分～ 

長浜市役所５階 教育委員会室   

 

１．開 会 

 

２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 

 

日程第２ 会議録の承認 

８月定例会 

 

日程第３ 教育長の報告 

 

日程第４ 議案審議 

 議案第２７号 長浜市教育委員会事務処理規程の一部改正について 

 

日程第５ 協議・報告事項 

   （１）長浜市学校いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

 

日程第６ その他 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

令和５年１０月教育委員会定例会開催日程 １０月２５日（水） 午後１時３０分～ 
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条例･教育委員会規則等の制定・改廃に関する概要説明書 

 

担  当：教育総務課 

議案番号：第２７号 

件  名：長浜市教育委員会事務処理規程の一部改正について 

 

 

第１ 提出理由 

事務の効率化・簡素化を図るため、また一部改正された長浜市事務決裁規程（平成

18 年訓令第３号）との整合を図るため、長浜市教育委員会事務処理規程の一部を改正

するもの 

 

 

第２ 要点 

１ 事務の効率化・簡素化を図るため、別表１「（１）共通事項における職務権限」

中、決裁者、合議先及び備考の改正を行う。 

 

２ 長浜市事務決裁規程との整合を図るため、別表１「（２）支出負担行為伺及び決

議」中、合議先の金額を改正する。 

 

３ その他所要の文言の整理 

 

 

第３ 施行期日 

公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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議案第２７号 

 

長浜市教育委員会事務処理規程の一部改正について 

 

長浜市教育委員会事務処理規程の一部を次のように改正することについて、教育委員会

の議決を求める。 

 

 

令和５年９月２８日提出 

 

 

長浜市教育委員会 教育長 織田 恭淳 

 

 

長浜市教育委員会事務処理規程（平成23年長浜市教育委員会訓令第１号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条、第５条の２、第６条、第６条の２関係） 

(1) 共通事務における職務権限 

事務分掌 項目 

決裁者 

合議先 備考 
教育長 

教育部

長 
課長 係長 

(１) 所掌事

務に係る方針

及び計画の策

定に関するこ

と。 

１ 教育行政の基

本方針及び基本計

画並びにこれらに

基づく実施計画の

策定 

○    

未来創造部

長 

政策デザイ

ン課長 

 

２ 事務局の事務

の処理方針及び計

画の決定 

 ○   

関係部局の

長 

 

３ 課の事務の処

理方針及び計画の

決定 

  ○  

  

４ 係の事務の処

理方針及び計画の

決定 

   ○ 

  

(２) 所掌事

務に係る議案

の提案に関す

市議会の議決、承

認、認定若しくは

同意を要する事項

○    

総務部長 

財政課長 
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ること。 に係る議案に関す

ること。 

(３) 所掌事

務に係る専決

処分に関する

こと。 

地方自治法（昭和

22年法律第67号）

第179条及び第180

条の規定による専

決処分に関するこ

と。 

○    

総務部長 

財政課長 

 

(４) 所掌事

務に係る条

例、規則等の

制定及び改廃

に関するこ

と。 

１ 条例及び規則

の制定並びに改廃 

○    

教育総務課

長 

総務課長

（規則につ

いては、市

長名でする

ものに限

る。） 

総務部長及

び財政課長

（規則につ

いては、財

政負担を伴

うものに限

る。） 

 

２ 訓令、要綱等

の制定及び改廃 

 ○   

教育総務課

長 

総務課長

（市長名で

するものに

限る。） 

財政負担を

伴うものは

財政課長 

重要な案件

は教育長決

裁 

３ 告示（要綱を

除く。）、公示及

び公表に関するこ

と。 
  ○  

教育総務課

長 

総務課長

（市長名で

するものに

限る。） 

重要な案件

は部長専決 

 

(５) 所掌事 事務の処理基準、   〇    
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務に係る行政

手続に関する

こと。 

要領、手続等の決

定 

(６) 所掌事

務に係る行政

不服又は訴訟

に関するこ

と。 

１ 行政処分に対

する不服申立ての

受付及び裁決 

○    

  

２ 法的紛争に関

する処理 
    

  

(１) 訴訟の遂行

方針における基

本事項の決定 

○    

総務部長 

総務課長 

 

(２) 調停の申立

て 
○    

総務部長 

総務課長 

 

(３) 仮差押え、

仮処分及び支払

命令の申立て 

○    

総務部長 

総務課長 

 

(４) 訴訟等にお

ける訴訟代理人

又は指定代理人

の選任 

 ○   

総務部長 

総務課長 

 

(５) 証人、参考

人等として裁判

所へ出頭するこ

との決定 

 ○   

総務課長  

(７) 所掌事

務に係る附属

機関に関する

こと。 

１ 附属機関の設

置及び改廃 ○    

総務課長 懇談会等の

開催の場合

は部長専決 

２ 委員の委嘱及

び解職 
○    

総務課長 

人権施策推

進課長 

懇談会等の

参加者の依

頼は部長専

決 

３ 諮問及び答申  ○     

(８) 所掌事

務に係る予算

及び決算に関

すること。 

１ 予算要求書及

び予算執行計画

（変更）調書等の

作成 

 ○    

 

２ 収支計画書の

作成 
  ○   

 

３ 予算の再配当   ○   重要な案件
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は、予算の

配当替え申

請による。 

４ 歳出予算の流

用申請 

別表第１(３)次長の事務における職務権限の

表による。 

 

５ 中事業内の流

用決定 

  ○   

消耗品費、

備品購入

費、負担

金、補助及

び交付金

は、財政課

長専決 

６ 予備費の充当

申請 
 ○    

 

７ 予算の配当替

え申請 
 ○    

 

８ 事故繰越に関

すること。 
○    

総務部長 

財政課長 

 

９ 基金に関する

こと。 
○    

総務部長 

財政課長 

 

10 弾力条項に関

すること。 
○    

総務部長 

財政課長 

 

11 負担行為伺及

び決議 

別表第１(２)支出負担行為伺及び決議の表に

よる。 

 

12 支出の命令 

  ○  

１件50万円

以上 財政

課長（ただ

し、負担

金、補助及

び交付金に

関する概算

払又は前金

払に限

る。） 

 

13 振替、更正及

び戻出の命令 
  ○  

  

14 収入の調定及

び納入通知書の発

行 

  ○  

  

7



15 資金前渡及び

概算払の精算並び

に前金払の確認 

  ○  

  

(９) 所掌事

務に係る補助

金等に関する

こと。 

市補助金等の交付

決定等 
    

  

(１) 補助金要綱

の作成  ○   

総務部長 

総務課長 

財政課長 

 

(２) 交付決定

（交付変更決定

を含む。） 

別表第１(２)支出負担行為伺及び決議の表に

よる。 

 

(３) 額の確定   ○    

(10) 所掌事

務に係る使用

料等の減免及

び滞納整理に

関すること。 

１ 減免、納期限

の変更、徴収猶

予、徴収停止及び

還付の決定 

    

  

(１) 法令、条

例、規則、要綱

等に明定されて

いないもの 

 ○   

財政課長  

(２) 法令、条

例、規則、要綱

等に明定されて

いるもの 

  ○  

財政課長  

２ 督促状の発行   ○    

３ 滞納処分の決

定 
 ○   

  

４ 過誤納金の充

当（相殺を含

む。）の決定 

  ○  

  

５ 不納欠損処分

に関すること。 
○    

総務部長 

財政課長 

 

(11) 所掌事

務に係る財産

の取得、管理

及び処分に関

すること。 

１ 公有財産の取

得又は売払いの決

定 

1,000万

円以内 

800万円

未満 

300万

円未満 
 

財政課長  

２ 財産の無償に

よる取得及び借受

けの決定 

 ○   

財政課長  

３ 登記の嘱託の   ○    
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決定 

４ 行政財産の目

的外使用の許可

（使用料の決定を

含む。） 

  〇  

財政課長 重要な案件

は部長専決 

５ 行政財産の用

途廃止及び用途変

更の決定 

○    

総務部長 

財政課長 

 

６ 公の施設（附

帯設備等を含

む。）の使用許可

及び許可の取消し 

  ○  

  

７ 公有財産の所

管換及び所属換の

決定 

 ○   

財政課長  

８ 普通財産の貸

付け 
  〇  

財政課長 重要な案件

は部長専決 

９ 指定管理者制

度の導入決定等 
    

  

(１) 指定管理者

制度の導入・更

新の決定 

 ○   

財政課長  

(２) 指定管理者

候補の募集要

項・仕様書・選

定基準等の作成 

 ○   

財政課長  

(３) 指定管理者

候補の選定 
○    

財政課長  

(４) 指定管理者

候補との仮協定

の締結 

 ○   

財政課長  

(５) 指定管理者

の指定 
 ○   

財政課長  

(６) 指定管理者

の指定の取消し 
○    

財政課長  

(７) 業務報告の

聴取、実地調査

等 

  ○  

  

10 不用品の処分 1,000万 800万円 300万    
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円以内 未満 円未満 

11 物品の貸付け

又は借受け 
  ○ 

   

(12) 所掌事

務に係る組織

及び所属職員

の服務に関す

ること。 

１ 所管部門の組

織の変更及び所管

部門の各職位（課

長以上とする。）

の職務権限の変更

についての意見具

申 

 ○   

  

２ 所掌事務に係

る専決権の分与 
    

  

(１) 教育部長の

専決事項 
○    

人事課長  

(２) 課長の専決

事項 
 ○   

人事課長  

３ 国若しくは他

の地方公共団体の

機関の委員又は団

体の役員の推薦及

び就任の承認 

重要 軽易   

総務部長 

人事課長 

 

４ 職務に専念す

る義務の免除の承

認 

    

  

(１) 教育部長 ○      

(２) 次長  ○     

(３) 課長 

 ○   

 次長が配置

されている

場合は次長 

(４) 参事及び課

長代理以下の職

員 

  ○  

  

５ 所属職員の職

場研修計画の決定

及び実施 

  ○  

  

６ 派遣研修（人

事課所管の派遣研

修を除く。） 

    

  

(１) 教育部長 ○      
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(２) 次長  ○     

(３) 課長 

 ○   

 次長が配置

されている

場合は次長 

(４) 参事及び課

長代理以下の職

員 

  ○  

  

７ 資格取得に係

る講習等への参加

の決定（対象とな

る講習等につい

て、業務担当主管

課のないものに参

加する場合を除

く。） 

  ○  

  

８ 職員の表彰、

褒章等に係る推薦

及び内申 

○    

  

９ 身分証等の交

付の決定 
  重要 軽易 

  

10 年次有給休暇

の承認 
    

  

(１) 教育部長 ○      

(２) 次長  ○     

(３) 課長 

 ○   

 次長が配置

されている

場合は次長 

(４) 参事及び課

長代理以下の職

員 

  ○  

  

11 所属職員の時

間外勤務及び休日

勤務の命令 

 

  ○  

  

12 所属職員の勤

務時間及び休憩時

間の割振り 

 ○   

人事課長  

13 出張の命令及

び依頼並びにその
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復命の受理 

(１) 教育部長 ○      

(２) 次長  ○     

(３) 課長 

 ○   

 次長が配置

されている

場合は次長 

(４) 参事及び課

長代理以下の職

員 

  ○  

  

(13) 所掌事

務に係る情報

公開及び個人

情報保護に関

すること。 

１ 長浜市情報公

開条例（平成18年

条例第17号）に基

づく公文書の公開

の請求に対する決

定及び通知並びに

公文書の公開の実

施 

  〇  

総務課長 重要な案件

は部長専決 

２ 個人情報の保

護に関する法律

（平成15年法律第

57号）及び長浜市

個人情報の保護に

関する法律施行条

例（令和４年長浜

市条例第29号）に

基づく保有個人情

報の開示、訂正又

は利用停止の請求

に対する決定及び

通知並びに保有個

人情報の開示の実

施 

  〇  

総務課長 重要な案件

は部長専決 

３ 個人情報の保護

に関する法律及び

長浜市個人情報の

保護に関する法律

施行条例に基づく

保有個人情報の利

用目的以外の利用

  〇  

総務課長 

デジタル行

政推進課長

（電子計算

機処理に係

るものに限

る。） 
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及び提供の承認 

(14) 所掌事

務に係る文書

の管理に関す

ること。 

１ 公文書の閲覧

等の許可及び証明

書、証票等の交付

の決定 

   ○ 

 目的外利用

及び提供の

承認並びに

重要な案件

は課長専決 

２ 文書の保存期

間の決定 
  ○  

総務課長  

３ 整理し、及び

編集した文書のフ

ァイル管理台帳へ

の登載等の決定 

 

  ○  

  

４ 保存文書の引

継ぎの決定 
  ○  

  

５ 保存文書の廃

棄及び処分の決定 

 

  ○  

  

６ 収受文書の処

理方針及び処理期

限の決定 

   ○ 

重要な案件

は課長専決 

 

(15) 所掌事

務に係る公印

の管理に関す

ること。 

公印の使用（印影

を含む。）の承認 
  ○  

教育総務課

長 

総務課長 

 

(16) 所掌事

務に係る契約

に関するこ

と。 

１ 建設工事、業

務委託及び物品調

達（修繕）の施行

伺 

別表第１(２)支出負担行為伺及び決議の表に

よる。 

 

２ 建設工事の入

札 
   

   

(１) 一般競争入

札の参加資格の

設定又は指名競

争入札の参加者

の選択 

  ○  

 予定価格

130万円以

下で、所管

課にて入札

執行する場

合に限る。 

(２) 入札執行の

決定 
  ○  

 予定価格

130万円以
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下で、所管

課にて入札

執行する場

合に限る。 

(３) 一般競争入

札の参加申請者

の資格確認 

  ○  

  

(４) 予定価格等

の決定 

 ○   

 予定価格

130万円以

下で、所管

課にて入札

執行する場

合に限る。 

(５) 随意契約の

方式の決定、相

手方の選択又は

相手方の決定 

  ○  

 予定価格

130万円以

下のものに

限る。 

３ 測量及び建設

工事に関連する調

査設計等業務委託

の入札 

    

  

(１) 一般競争入

札の参加資格の

設定又は指名競

争入札の参加者

の選択 

  ○  

 予定価格50

万円以下

で、所管課

にて入札執

行する場合

に限る。 

(２) 入札執行の

決定 

  ○  

 予定価格50

万円以下

で、所管課

にて入札執

行する場合

に限る。 

(３) 一般競争入

札の参加申請者

の資格確認 

  ○  

  

(４) 予定価格等

の決定  ○   

 予定価格50

万円以下

で、所管課
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にて入札執

行する場合

に限る。 

(５) 随意契約の

方式の決定、相

手方の選択又は

相手方の決定 

  ○  

 予定価格50

万円以下の

ものに限

る。 

４ 業務委託の入

札 
    

  

(１) 一般競争入

札の参加資格の

設定又は指名競

争入札の参加者

の選択 

  ○  

 予定価格

300万円未

満のものに

限る。 

(２) 入札執行の

決定 
  ○  

  

(３) 一般競争入

札の参加申請者

の資格確認 

  ○  

  

(４) 予定価格等

の決定 
 ○   

  

(５) 随意契約の

方式の決定、相

手方の選択又は

相手方の決定 

  ○  

 予定価格

300万円未

満のものに

限る。 

５ 物品調達（修

繕）の入札 
    

  

(１) 一般競争入

札の参加資格の

設定又は指名競

争入札の参加者

の選択 

  ○  

 予定価格

300万円以

下で、所管

課にて入札

執行する場

合に限る。 

(２) 入札執行の

決定 

  ○  

 予定価格

1,000万円

以下で、所

管課にて入

札執行する

場合に限
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る。 

(３) 一般競争入

札の参加申請者

の資格確認 

  ○  

  

(４) 予定価格等

の決定 

 ○   

 予定価格が

1,000万円

以下で、所

管課にて入

札執行する

場合に限

る。 

(５) 随意契約の

方式の決定、相

手方の選択又は

相手方の決定 

  ○  

 予定価格

300万円未

満のものに

限る。 

６ 建設工事、業

務委託及び物品調

達（修繕）の契約

締結 

別表第１(２)支出負担行為伺及び決議の表に

よる。 

 

(17) 所掌事

務に係る危機

管理に関する

こと。 

１ 事務局におけ

る危機対応の決定 
 ○    

 

２ 課における危

機対応の決定 
  ○   

 

(18) 所掌事

務に係る行財

政改革の推進

に関するこ

と。 

行財政改革の実施

及び進捗管理 

  ○  

  

(19) 所掌事

務に係る情報

処理に関する

こと。 

１ 情報システム

の導入及び運用の

決定 

 重要 軽易  

デジタル行

政推進課長 

 

２ 電子計算機等

の調達の決定 

 

 重要 軽易  

デジタル行

政推進課長 

 

(20) その他

所掌事務の執

行に関するこ

と。 

１ 国、県等に対

する意見書、要望

書、計画書等の提

出及び許認可の申

請、副申又は進達 

特に重

要 
重要 

定例・

軽易 

 関係部局の

長 
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２ 国、県、市町

村その他の公共団

体及び関係団体等

との協議 

特に重

要 
重要 

定例・

軽易 

 関係部局の

長 

 

３ 負担金、補助

金、交付金、措置

費等の国又は県に

対する交付申請及

び交付請求の決定 

   

   

(１) 交付申請  ○   財政課長  

(２) 実績報告   ○  財政課長  

(３) 交付請求   ○    

(４) 補助金等に

係る財産処分の

承認の申請 

○    

財政課長  

４ 陳情、請願等

の処理 

特に重

要 
重要 軽易  

  

５ 儀式の決定並

びに表彰、褒章、

感謝状の贈呈及び

賞状の授与の決定

並びに国又は県の

表彰及び褒章に係

る推薦 

特に重

要 
重要 軽易  

教育総務課

長 

 

６ 関係法令等の

違反者に対する処

分及び告発の決定 

○    

総務部長  

７ 行政代執行の

決定 
○    

  

８ 債務保証、損

失補償（不動産の

買収に伴うものを

除く。）及び損害

賠償の処理（負担

行為は、別表第１

(２)による。） 

重要 軽易   

総務部長 

財政課長 

 

９ 行事（会議、

説明会、講習会、

懇談会等を含

 重要 軽易  

共催及び後

援は教育総

務課長合議 
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む。）の開催、共

催及び後援の決定 

10 業務の受託の

決定及び契約の締

結 

特に重

要 
重要 軽易 

   

11 歳入の徴収又

は収納事務及び支

出事務の委託の決

定並びに収納方法

に関する協議 

 ○   

会計課長  

12 地方自治法第

231条の２の３の

規定による指定納

付受託者に関する

こと 

    

  

(１) 指定納付者

の指定若しくは

指定しないこと

の決定又は指定

の取消し 

 〇   

会計課長  

(２) その他指定

納付者制度に関

すること 

 重要 軽易  

  

13 申請、照会、

報告、通知等 

特に重

要 
重要 

定例・

軽易

（係長

専決に

係るも

のを除

く。） 

定例・

軽易

（業務

の遂行

に付随

して必

要な個

別の照

会等） 

  

14 許可証等の交

付の決定 
  ○  

  

15 協定の締結及

び覚書の交換 
重要 軽易   

  

16 統計及び調査

の実施、資料の収

集、作成、提出、

 重要 軽易  
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提供及び配布並び

に刊行物の発行 

17 寄附金及び寄

附物品の受領及び

その処分の決定 

    

  

(１) 負担付きの

もの 
○    

総務部長 

総務課長 

財政課長 

 

 

(２) その他のも

の 
  ○  

総務課長 

財政課長 

重要な案件

は部長専決 

18 公共的団体に

関すること。 
    

  

(１) 指揮監督 ○      

(２) 指示、指

導、助言及び協

力 

 ○   

  

19 事務事業の実

施、推進及び決定

（他に規定するも

のを除く。） 

特に重

要 
重要 軽易  

関係部局の

長 

 

20 事務の委任       

(１) 県の入札に

かかるもの 

別表第１(２)支出負担行為伺及び決議の表に

よる。 

 

(２) その他のも

の 
○    

関係部局の

長 

 

21 有料公告掲載

の可否の決定 

 

  ○  

財政課長  

 22 所掌事務に係

る市章の使用承認

及び承認の取消し

並びに使用の差止

め 

  〇  

総務課長  
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(2) 出負担行為伺及び決議 

科目 

決裁者 

備考 
市長 副市長 教育長 

教育部

長 
課長 合議先 

１ 報酬     ○   

２ 給料     ○   

３ 職員手当等     ○   

４ 共済費     ○   

５ 災害補償費     ○   

６ 恩給及び退

職年金 
    ○   

７ 報償費    
300万円

以上 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

注１ 

８ 旅費     ○   

９ 交際費     ○   

10 需

用費 

消耗品

費 

食糧費 

印刷製

本費 

修繕料 

   
300万円

以上 

300万円

未満 

デジタル行政推

進課長（情報シ

ステムの導入及

び電子計算機等

の調達に限

る。） 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課

（1,000万円

未満は所管

課） 

注３ 

その他     ○   

11 役

務費 

通信運

搬費 

手数料 

保険料 

    ○ 

デジタル行政推

進課長（情報シ

ステムの運用に

限る。） 

１件80万円以上

の手数料（医療

扶助を除く。）

及び保険料（自

賠責保険を除

く。） 財政課
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長 

１件800万円以上 

総務部長 

その他    
300万円

以上 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

 

12 委託料 
2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

デジタル行政推

進課長（情報シ

ステムの導入及

び運用並びに電

子計算機等の調

達に限る。） 

１件80万円以上 

財政課長（ただ

し、医療審査等

は除く。） 

１件800万円以上 

総務部長 

工事を伴う

委託にあっ

ては伺：所

管課 

決議：契約

管理課 

注２ 

注３ 

13 使用料及び

賃借料 
   

300万円

以上 

300万円

未満 

デジタル行政推

進課長（情報シ

ステムの導入及

び運用並びに電

子計算機等の調

達に限る。） 

１件80万円以上 

財政課長（ただ

し、土地借上料

は全額財政課長

合議） 

１件800万円以上 

総務部長 

 

14 工

事請

負費 

伺 
5,000万

円以上 

5,000万

円未満 
 

2,000万

円未満 

300万円

未満 

デジタル行政推

進課長（情報シ

ステムの導入に

限る。） 

１件130万円以上 

財政課長 

１件2,000万円以

伺：所管課 

決議：契約

管理課 

注２ 

注３ 決議 
5,000万

円以上 

5,000万

円未満 
 

2,000万

円未満 
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上 総務部長 

15 原材料費    
300万円

以上 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課又は

所管課

（1,000万円

未満は所管

課） 

注３ 

16 公有財産購

入費 

2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

注２ 

17 備

品購

入費 

伺 
2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

デジタル行政推

進課長（電子計

算機等の調達に

限る。） 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課

（1,000万円

未満は所管

課） 

注２ 

注３ 

決議 
2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

18 負担金、補

助及び交付金 

2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

注２ 

19 扶助費     ○ 

臨時的又は異例

のもの 財政課

長 

 

20 貸付金 
2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

１件80万円 財

政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

注２ 

21 補償、補填

及び賠償金 

2,000万

円以上 

2,000万

円未満 

1,000万

円以下 

800万円

未満 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

注２ 

22 償還金、利

子及び割引料 
    ○  

 

23 投資及び出 2,000万 2,000万 1,000万 800万円 300万円 １件80万円以上 注２ 
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資金 円以上 円未満 円以下 未満 未満 財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

24 積立金    
300万円

以上 

300万円

未満 

１件80万円以上 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

 

25 寄附金 ○     
総務部長 

財政課長 

 

26 公課費     ○   

27 繰出金    
300万円

以上 

300万円

未満 

財政課長 

１件800万円以上 

総務部長 

 

注１ 物品の購入に係る負担行為については、備品購入費の例による。 

注２ 支出負担行為決議が終了した案件について、地方自治法第213条若しくは第220条の規定

により歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合又は地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第145条第１項の規定により継続費を逓次に繰り越して使用する場合における支出

負担行為伺及び支出負担行為決議の決裁区分は、教育部長専決とすることができる。 

注３ 変更又は取消しにかかる支出負担行為決議の決裁区分は、契約管理課長専決とし、指定

合議は不要とする。 

 

(３) 次長の事務における職務権限 

事務分掌 項目 

決裁者 

合議先 備考 

教育長 
教育部

長 
次長 

(１) 事務局に係

る政策の企画及

び調整に関する

こと。 

事務局に係る政

策の企画及び調

整 
 ○  

  

(２) 事務局に属

する条例、規則

及び規程等の調

整 に 関 す る こ

と。 

事務局に属する

条例、規則、規

程等の調整  ○  

  

(３) 事務局の予

算編成、執行管

歳出予算の流用

の申請 
  ○ 

 財政課長

決裁が必
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理及び決算の総

括に関すること

（庁費の執行を

除く。）。 

要でない

ものは課

長決裁 

その他のもの  ○    

(４) 事務局に属

する議会関係事

務の総括に関す

ること。 

事務局に属する

議会関係事務の

総括 
 ○  

  

(５) 事務局に係

る危機管理の総

括 に 関 す る こ

と。 

事務局に係る危

機管理の総括 
 ○  

  

(６) 事務局内の

行財政改革の実

施の総括に関す

ること。 

事務局内の行財

政改革の実施の

総括 
 ○  

  

(７) 事務局内の

事務分掌に関す

ること。 

事務局内の事務

分掌  ○  

  

(８) 事務局内の

人事配置に関す

ること。 

事務局内の人事

配置  ○  

人事課協

議 

 

(９) 教育部長印

の管理に関する

こと。 

教育部長印の管

理   ○ 

  

(10) 事務局内各

課及び室の連絡

調整並びに事務

局内会議の開催

に関すること。 

事務局内各課及

び室の連絡調整

並びに事務局内

会議の開催 

  ○ 

  

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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○長浜市教育委員会事務処理規程の一部改正 新旧対照表 

 

新 旧 

別表第１（第５条、第５条の２、第６条、第６条の２関係） 別表第１（第５条、第５条の２、第６条、第６条の２関係） 

(１)共通事務における職務権限 (１)共通事務における職務権限 

 

事務分掌 項目 

決裁者 

合議先 備考 

  

事務分掌 項目 

決裁者 

合議先 備考 

 

 教育

長 

教育

部長 
課長 係長 

  教育

長 

教育

部長 
課長 係長 

 

 (１) 所掌

事務に係

る方針及

び計画の

策定に関

するこ

と。 

１ 教育行政の

基本方針及び

基本計画並び

にこれらに基

づく実施計画

の策定 

○    

未来創造部

長 

政策デザイ

ン課長 

   (１) 所掌

事務に係

る方針及

び計画の

策定に関

するこ

と。 

１ 教育行政の

基本方針及び

基本計画並び

にこれらに基

づく実施計画

の策定 

○    

総務部長 

政策デザイ

ン課長 

  

 ２ 事務局の事

務の処理方針

及び計画の決

定 

 ○   

関係部局の

長 

   ２ 事務局の事

務の処理方針

及び計画の決

定 

 ○   

関係部課長   

 ３ 課の事務の

処理方針及び

計画の決定 

  ○  
    ３ 課の事務の

処理方針及び

計画の決定 

  ○  
   

 ４ 係の事務の

処理方針及び

計画の決定 

   ○ 

    ４ 係の事務の

処理方針及び

計画の決定 

   ○ 

   

 (２) 所掌

事務に係

る議案の

提案に関

するこ

と。 

市議会の議決、承

認、認定若しくは

同意を要する事

項に係る議案に

関すること。 

○    

総務部長 

財政課長 

   (２) 所掌

事務に係

る議案の

提案に関

するこ

と。 

市議会の議決、承

認、認定若しくは

同意を要する事

項に係る議案に

関すること。 

○    

総務部長 

財政課長 

  

 (３) 所掌

事務に係

地方自治法（昭和

22年法律第67号）
○    

総務部長 

財政課長 

   (３) 所掌

事務に係

地方自治法（昭和

22年４月17日法
○    

総務部長 

財政課長 
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新 旧 

る専決処

分に関す

ること。 

第179条及び第

180条の規定によ

る専決処分に関

すること。 

る専決処

分に関す

ること。 

律第67号）第179

条及び第180条の

規定による専決

処分に関するこ

と。 

 (４) 所掌

事務に係

る条例、

規則等の

制定及び

改廃に関

するこ

と。 

１ 条例及び規

則の制定並び

に改廃 

○    

教育総務課

長 

総務課長

（規則につ

いては、市

長名でする

ものに限

る。） 

総務部長及

び財政課長

（規則につ

いては、財

政負担を伴

うものに限

る。） 

   (４) 所掌

事務に係

る条例、

規則等の

制定及び

改廃に関

するこ

と。 

１ 条例及び規

則の制定並び

に改廃 

○    

教育総務課

長 

総務課長

（規則につ

いては、市

長名でする

ものに限

る。） 

総務部長及

び財政課長

（規則につ

いては、財

政負担を伴

うものに限

る。） 

  

 ２ 訓令、要綱等

の制定及び改

廃 

 ○   

教育総務課

長 

総務課長

（市長名で

するものに

限る。） 

財政負担を

伴うものは

財政課長 

 

重要な

案件は

教育長

決裁 

  ２ 訓令、要綱等

の制定及び改

廃 

 ○   

教育総務課

長 

総務課長

（市長名で

するものに

限る。） 

財政負担を

伴うものは

総務部長及

び財政課長 

特に重

要な案

件は教

育長決

裁 

 

 ３ 告示（要綱を

除く。）、公示
  ○  

教育総務課

長 

重要な

案件は

  ３ 告示（要綱を

除く。）、公示
 ○   

教育総務課

長 

特に重

要な案
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及び公表に関

すること。 

総務課長

（市長名で

するものに

限る。） 

部長専

決 

 

及び公表に関

すること。 

総務課長

（市長名で

するものに

限る。） 

件は教

育長決

裁 

定例・簡

易な案

件は課

長決裁 

 (５) 所掌

事務に係

る行政手

続に関す

ること。 

事務の処理基準、

要領、手続等の決

定   〇  

    (５) 所掌

事務に係

る行政手

続に関す

ること。 

事務の処理基準、

要領、手続等の決

定  重要 軽易  

重要な案件

は教育総務

課長及び総

務課長 

  

 (６) 所掌

事務に係

る行政不

服又は訴

訟に関す

ること。 

１ 行政処分に

対する不服申

立ての受付及

び裁決 

○    

    (６) 所掌

事務に係

る行政不

服又は訴

訟に関す

ること。 

１ 行政処分に

対する審査請

求の受付及び

裁決 

○    

   

 ２ 法的紛争に

関する処理 
    

    ２ 法的紛争に

関する処理 
    

   

 (１) 訴訟の

遂行方針に

おける基本

事項の決定 

○    

総務部長 

総務課長 

   (１) 訴訟の

遂行方針に

おける基本

事項の決定 

○    

総務部長 

総務課長 

  

 (２) 調停の

申立て 
○    

総務部長 

総務課長 

   (２) 調停の

申立て 
○    

総務部長 

総務課長 

  

 (３) 仮差押

え、仮処分及

び支払命令

の申立て 

 

○    

総務部長 

総務課長 

   (３) 仮差押

え、仮処分及

び支払命令

の申立て 

○    

総務部長 

総務課長 

  

 (４) 訴訟等

における訴
 ○   

総務部長 

総務課長 

   (４) 訴訟等

における訴
 ○   

総務部長 

総務課長 
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訟代理人又

は指定代理

人の選任 

訟代理人又

は指定代理

人の選任 

 (５) 証人、参

考人等とし

て裁判所へ

出頭するこ

との決定 

 ○   

総務課長    (５) 証人、参

考人等とし

て裁判所へ

出頭するこ

との決定 

 ○   

総務課長   

 (７) 所掌

事務に係

る附属機

関に関す

ること。 

１ 附属機関の

設置及び改廃 

○    

総務課長 懇談会

等の開

催の場

合は部

長専決 

  (７) 所掌

事務に係

る附属機

関に関す

ること。 

１ 附属機関の

設置及び改廃 

○    

総務課長 懇談会

等の開

催の場

合は部

長専決 

 

 ２ 委員の委嘱

及び解職 

○    

総務課長 

人権施策推

進課長 

懇談会

等の参

加者の

依頼は

部長専

決 

  ２ 委員の委嘱、

解職 

○    

総務課長 

人権施策推

進課長 

懇談会

等の参

加者の

依頼は

部長専

決 

 

 ３ 諮問及び答

申 
 ○   

    ３ 諮問、答申 
○    

   

 (８) 所掌

事務に係

る予算及

び決算に

関するこ

と。 

１ 予算要求書

及び予算執行

計画（変更）調

書等の作成 

 ○    

   (８) 所掌

事務に係

る予算及

び決算に

関するこ

と。 

１ 予算要求書

及び予算執行

計画（変更）調

書等の作成 

 ○    

  

 ２ 収支計画書

の作成 
  ○   

   ２ 収支計画書

の作成 
  ○   

  

 ３ 予算の再配

当 
  ○   

重要な

案件は、

予算の

配当替

  ３ 予算の再配

当 
  ○   

重要な

案件は、

予算の

配当替
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え申請

による。 

え申請

による。 

 ４ 歳出予算の

流用申請 

別表第１(３)次長の事務における

職務権限の表による。 

   ４ 歳出予算の

流用申請 

別表第１(３)次長の事務における

職務権限の表による。 

  

 ５ 中事業内の

流用決定 

  ○   

消耗品

費、備品

購入費、

負担金、

補助及

び交付

金は、財

政課長

専決 

  ５ 細事業内の

流用決定 

  ○   

消耗品

費、食糧

費、負担

金、補助

及び交

付金は、

財政課

長専決 

 

 ６ 予備費の充

当申請 
 ○    

   ６ 予備費の充

当申請 
 ○    

  

 ７ 予算の配当

替え申請 
 ○    

   ７ 予算の配当

替え申請 
 ○    

  

 ８ 事故繰越に

関すること。 ○    
総務部長 

財政課長 

   ８ 事故繰越に

関すること。 ○    
総務部長 

財政課長 

  

 ９ 基金に関す

ること。 
○    

総務部長 

財政課長 

   ９ 基金に関す

ること。 
○    

総務部長 

財政課長 

  

 10 弾力条項に

関すること。 
○    

総務部長 

財政課長 

   10 弾力条項に

関すること。 
○    

総務部長 

財政課長 

  

 11 負担行為伺

及び決議 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

   11 負担行為伺

及び決議 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

  

 12 支出の命令 

  ○  

１件50万円

以上 財政

課長（ただ

し、負担金、

補助及び交

付金に関す

   12 支出の命令 

 

 

 

 ○  

１件50万円

以上 財政

課長（概算

払又は前金

払（土地借

上料及び工
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る概算払又

は前金払に

限る。） 

事請負費の

前金払は除

く。）に限

る。） 

 13 振替、更正及

び戻出の命令 
  ○  

    13 振替、更正及

び戻出の命令 
  ○  

   

 14 収入の調定

及び納入通知

書の発行 

  ○  
    14 収入の調定

及び納入通知

書の発行 

  ○  
１件100万

円以上 財

政課長 

  

 15 資金前渡及

び概算払の精

算並びに前金

払の確認 

  ○  

    15 資金前渡及

び概算払の精

算並びに前金

払の確認 

  ○  

   

 (９) 所掌

事務に係

る補助金

等に関す

ること。 

市補助金等の交

付決定等 
    

    (９) 所掌

事務に係

る補助金

等に関す

ること。 

市補助金等の交

付決定等 
    

   

 (１) 補助金

要綱の作成  ○   
総務部長 

総務課長 

財政課長 

   (１) 補助金

要綱の作成  ○   
総務部長 

総務課長 

財政課長 

  

 (２) 交付決

定（交付変更

決定を含

む。） 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

   (２) 交付決

定（交付変更

決定を含

む。） 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

  

 (３) 額の確

定   ○  
    (３) 額の確

定   ○  
１件50万円

以上 財政

課長 

  

 (10) 所掌

事務に係

る使用料

等の減免

及び滞納

整理に関

１ 減免、納期限

の変更、徴収猶

予、徴収停止及

び還付の決定 

    

    (10) 所掌

事務に係

る使用料

等の減免

及び滞納

整理に関

１ 減免、納期限

の変更、徴収猶

予、徴収停止及

び還付の決定 

    

   

 (１) 法令、条

例、規則、要
 ○   

財政課長    (１) 法令、条

例、規則、要
 ○   

財政課長   
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するこ

と。 

綱等に明定

されていな

いもの 

するこ

と。 

綱等に明定

されていな

いもの 

 (２) 法令、条

例、規則、要

綱等に明定

されている

もの 

  ○  

財政課長    (２) 法令、条

例、規則、要

綱等に明定

されている

もの 

  ○  

財政課長   

 ２ 督促状の発

行 
  ○  

    ２ 督促状の発

行 
  ○  

   

 ３ 滞納処分の

決定 

 

 ○   
    ３ 滞納処分の

決定  ○   
   

 ４ 過誤納金の

充当（相殺を含

む。）の決定 

  ○  
    ４ 過誤納金の

充当（相殺を含

む。）の決定 

  ○  
   

 ５ 不納欠損処

分に関するこ

と。 

○    
総務部長 

財政課長 

   ５ 不納欠損処

分に関するこ

と。 

○    
総務部長 

財政課長 

  

 (11) 所掌

事務に係

る財産の

取得、管

理及び処

分に関す

ること。 

１ 公有財産の

取得又は売払

いの決定 

1,000

万円

以内 

800万

円未

満 

300万

円未

満 

 
財政課長    (11) 所掌

事務に係

る財産の

取得、管

理及び処

分に関す

ること。 

１ 公有財産の

取得又は売払

いの決定 

1,000

万円

以内 

800

万円

未満 

300万

円未

満 

 
財政課長   

 ２ 財産の無償

による取得及

び借受けの決

定 

 ○   

財政課長    ２ 財産の無償

による取得及

び借受けの決

定 

 ○   

財政課長   

 ３ 登記の嘱託

の決定 

 

  ○  
    ３ 登記の嘱託

の決定   ○  
   

 ４ 行政財産の

目的外使用の
  〇  

財政課長 重要な

案件は

  ４ 行政財産の

目的外使用の
 重要 軽易  

財政課長   
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許可（使用料の

決定を含む。） 

部長専

決 

許可（使用料の

決定を含む。） 

 ５ 行政財産の

用途廃止及び

用途変更の決

定 

○    

総務部長 

財政課長 

   ５ 行政財産の

用途廃止及び

用途変更の決

定 

○    

総務部長 

財政課長 

  

 ６ 公の施設（附

帯設備等を含

む。）の使用許

可及び許可の

取消し 

  ○  

    ６ 公の施設（附

帯設備等を含

む。）の使用許

可及び許可の

取消し 

  ○  

   

 ７ 公有財産の

所管換及び所

属換の決定 

 ○   
財政課長    ７ 公有財産の

所管換及び所

属換の決定 

 ○   
財政課長   

 ８ 普通財産の

貸付け 
  〇  

財政課長 重要な

案件は

部長専

決 

  ８ 普通財産の

貸付け 
 重要 軽易  

財政課長   

 ９ 指定管理者

制度の導入決

定等 

    
    ９ 指定管理者

制度の導入決

定等 

    
   

 (１) 指定管

理者制度の

導入・更新の

決定 

 ○   

財政課長    (１) 指定管

理者制度の

導入・更新の

決定 

 ○   

財政課長   

 (２) 指定管

理者候補の

募集要項・仕

様書・選定基

準等の作成 

 ○   

財政課長    (２) 指定管

理者候補の

募集要項・仕

様書・選定基

準等の作成 

 ○   

財政課長   

 (３) 指定管 ○    財政課長    (３) 指定管 ○    財政課長   
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理者候補の

選定 

理者候補の

選定 

 (４) 指定管

理者候補と

の仮協定の

締結 

 ○   

財政課長    (４) 指定管

理者候補と

の仮協定の

締結 

 ○   

財政課長   

 (５) 指定管

理者の指定 
 ○   

財政課長    (５) 指定管

理者の指定 
 ○   

財政課長   

 (６) 指定管

理者の指定

の取消し 

○    
財政課長    (６) 指定管

理者の指定

の取消し 

○    
財政課長   

 (７) 業務報

告の聴取、実

地調査等 

  ○  
    (７) 業務報

告の聴取、実

地調査等 

  ○  
   

 10 不用品の処

分 

1,000

万円

以内 

800万

円未

満 

300万

円未

満 

 
    10 不用品の処

分 

1,000

万円

以内 

800

万円

未満 

300万

円未

満 

 
   

 11 物品の貸付

け又は借受け 
  ○ 

     11 物品の貸付

け又は借受け 
  ○ 

    

 (12) 所掌

事務に係

る組織及

び所属職

員の服務

に関する

こと。 

１ 所管部門の

組織の変更及

び所管部門の

各職位（課長以

上とする。）の

職務権限の変

更についての

意見具申 

 ○   

    (12) 所掌

事務に係

る組織及

び所属職

員の服務

に関する

こと。 

１ 所管部門の

組織の変更及

び所管部門の

各職位（課長以

上とする。）の

職務権限の変

更についての

意見具申 

 ○   

   

 ２ 所掌事務に

係る専決権の

分与 

    
    ２ 所掌事務に

係る専決権の

分与 

    
   

 (１) 教育部 ○    人事課長    (１) 教育部 ○    人事課長   
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長の専決事

項 

長の専決事

項 

 (２) 課長の

専決事項 
 ○   

人事課長    (２) 課長の

専決事項 
 ○   

人事課長   

 ３ 国若しくは

他の地方公共

団体の機関の

委員又は団体

の役員の推薦

及び就任の承

認 

重要 軽易   

総務部長 

人事課長 

   ３ 国若しくは

他の地方公共

団体の機関の

委員又は団体

の役員の推薦

及び就任の承

認 

重要 軽易   

総務部長 

人事課長 

  

 ４ 職務に専念

する義務の免

除の承認 

    
    ４ 職務に専念

する義務の免

除の承認 

    
   

 (１) 教育部

長 
○    

    (１) 教育部

長 
○    

   

 (２) 次長  ○       (２) 次長  ○      

 (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

  (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

 

 (４) 参事及

び課長代理

以下の職員 

  ○  
    (４) 参事及

び課長代理

以下の職員 

  ○  
   

 ５ 所属職員の

職場研修計画

の決定及び実

施 

  ○  

    ５ 所属職員の

職場研修計画

の決定及び実

施 

  ○  

   

 ６ 派遣研修（人

事課所管の派
    

    ６ 派遣研修（人

事課所管の派
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遣研修を除

く。） 

遣研修を除

く。） 

 (１) 教育部

長 
○    

    (１) 教育部

長 
○    

   

 (２) 次長  ○       (２) 次長  ○      

 (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

  (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

 

 (４) 参事及

び課長代理

以下の職員 

  ○  
    (４) 参事及

び課長代理

以下の職員 

  ○  
   

 ７ 資格取得に

係る講習等へ

の参加の決定

（対象となる

講習等につい

て、業務担当主

管課のないも

のに参加する

場合を除く。） 

  ○  

    ７ 資格取得に

係る講習等へ

の参加の決定

（対象となる

講習等につい

て、業務担当主

管課のないも

のに参加する

場合を除く。） 

  ○  

   

 ８ 職員の表彰、

褒章等に係る

推薦及び内申 

○    
    ８ 職員の表彰、

褒章等に係る

推薦及び内申 

○    
   

 ９ 身分証等の

交付の決定 
  重要 軽易 

    ９ 身分証等の

交付の決定 
  重要 軽易 

   

 10 年次有給休

暇の承認 
    

    10 年次有給休

暇の承認 
    

   

 (１) 教育部

長 
○    

    (１) 教育部

長 
○    
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 (２) 次長  ○       (２) 次長  ○      

 (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

  (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

 

 (４) 参事及

び課長代理

以下の職員 

  ○  
    (４) 参事及

び課長代理

以下の職員 

  ○  
   

 11 所属職員の

時間外勤務及

び休日勤務の

命令 

  ○  

    11 所属職員の

時間外勤務及

び休日勤務の

命令 

  ○  

   

 12 所属職員の

勤務時間及び

休憩時間の割

振り 

 ○   

人事課長    12 所属職員の

勤務時間及び

休憩時間の割

振り 

 ○   

人事課長   

 13 出張の命令

及び依頼並び

にその復命の

受理 

    

    13 出張の命令

及び依頼並び

にその復命の

受理 

    

   

 (１) 教育部

長 
○    

    (１) 教育部

長 
○    

   

 (２) 次長  ○       (２) 次長  ○      

 (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

  (３) 課長 

 ○   

 次長が

配置さ

れてい

る場合

は次長 

 

 (４) 参事及

び課長代理
  ○  

    (４) 参事及

び課長代理
  ○  
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以下の職員 以下の職員 

 (13) 所掌

事務に係

る情報公

開及び個

人情報保

護に関す

ること。 

１ 長浜市情報

公開条例（平成

18年条例第17

号）に基づく公

文書の公開の

請求に対する

決定及び通知

並びに公文書

の公開の実施 

  ○  

総務課長 重要な

案件は

部長専

決 

  (13) 所掌

事務に係

る情報公

開及び個

人情報保

護に関す

ること。 

１ 長浜市情報

公開条例（平成

18年２月13日

条例第17号）に

基づく公文書

の公開の請求

に対する決定

及び通知並び

に公文書の公

開の実施 

特に

重要 
○   

総務課長   

 ２ 個人情報の

保護に関する

法律（平成15

年法律第57号）

及び長浜市個

人情報の保護

に関する法律

施行条例（令和

４年長浜市条

例第29号）に基

づく保有個人

情報の開示、訂

正又は利用停

止の請求に対

する決定及び

通知並びに保

有個人情報の

開示の実施 

  ○  

総務課長 重要な

案件は

部長専

決 

  ２ 個人情報の

保護に関する

法律（平成15

年法律第57号）

及び長浜市個

人情報の保護

に関する法律

施行条例（令和

４年長浜市条

例第29号）に基

づく個人情報

の開示、訂正又

は利用停止の

請求に対する

決定及び通知

並びに個人情

報の開示の実

施 

特に

重要 
○   

総務課長   
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３ 個人情報の

保護に関する

法律及び長浜

市個人情報の

保護に関する

法律施行条例

に基づく保有

個人情報の利

用目的以外の

利用及び提供

の承認 

  〇  

総務課長 

デジタル行

政推進課長

（電子計算

機処理に係

るものに限

る。） 

 （新設） 

    

  

 (14) 所掌

事務に係

る文書の

管理に関

するこ

と。 

１ 公文書の閲

覧等の許可及

び証明書、証票

等の交付の決

定    〇 

 目的外

利用及

び提供

の承認

並びに

重要な

案件は

課長専

決 

  (14) 所掌

事務に係

る文書の

管理に関

するこ

と。 

１ 公文書の閲

覧等の許可及

び証明書、証票

等の交付の決

定   重要 軽易 

   

 ２ 文書の保存

期間の決定 
  ○  

総務課長    ２ 文書の保存

期間の決定 
  ○  

総務課長   

 ３ 整理し、及び

編集した文書

のファイル管

理台帳への登

載等の決定 

  ○  

    ３ 整理及び編

集した文書の

ファイル管理

台帳への登載

等の決定 

  ○  

   

 ４ 保存文書の

引継ぎの決定 
  ○  

    ４ 保存文書の

引継ぎの決定 
  ○  

   

 ５ 保存文書の

廃棄及び処分

の決定 

  ○  
    ５ 保存文書の

廃棄及び処分

の決定 

  ○  
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 ６ 収受文書の

処理方針及び

処理期限の決

定 

   〇 

重要な案件

は課長専決 
   ６ 収受文書の

処理方針及び

処理期限の決

定 

  重要 軽易 

   

 (15) 所掌

事務に係

る公印の

管理に関

するこ

と。 

公印の使用（印影

を含む。）の承認 

  ○  

教育総務課

長 

総務課長 

   (15) 所掌

事務に係

る公印の

管理に関

するこ

と。 

公印の使用（印影

を含む。）の承認 

  ○  

教育総務課

長 

総務課長 

  

 (16) 所掌

事務に係

る契約に

関するこ

と。 

１ 建設工事、業

務委託及び物

品調達（修繕）

の施行伺 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

   (16) 所掌

事務に係

る契約に

関するこ

と。 

１ 建設工事、業

務委託及び物

品調達（修繕）

の施行伺い 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

  

 ２ 建設工事の

入札 
   

     ２ 建設工事の

入札 
   

    

 (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

競争入札の

参加者の選

択 

  ○  

 予定価

格130万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

  (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

競争入札の

参加者の選

択 

  ○  

契約管理課

長 

予定価

格130万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

 

 (２) 入札執

行の決定 

  ○  

 予定価

格130万

円以下

で、所管

課にて

入札執

  (２) 入札執

行の決定 

  ○  

 予定価

格130万

円以下

で、所管

課にて

入札執
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行する

場合に

限る。 

行する

場合に

限る。 

 (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

    (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

   

 (４) 予定価

格等の決定 

 ○   

 予定価

格130万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

  (４) 予定価

格等の決定 

 ○   

 予定価

格130万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

 

 (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

定 

  ○  

 予定価

格130万

円以下

のもの

に限る。 

  (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

定 

  ○  

 予定価

格130万

円以下

のもの

に限る。 

 

 ３ 測量及び建

設工事に関連

する調査設計

等業務委託の

入札 

    

    ３ 測量及び建

設工事に関連

する調査設計

等業務委託の

入札 

    

   

 (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

  ○  

 予定価

格50万

円以下

で、所管

  (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

  ○  

契約管理課

長 

予定価

格50万

円以下

で、所管
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競争入札の

参加者の選

択 

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

競争入札の

参加者の選

択 

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

 (２) 入札執

行の決定 

  ○  

 予定価

格50万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

  (２) 入札執

行の決定 

  ○  

 予定価

格50万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

 

 (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

    (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

   

 (４) 予定価

格等の決定 

 ○   

 予定価

格50万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

  (４) 予定価

格等の決定 

 ○   

 予定価

格50万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

 

 (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

  ○  

 予定価

格50万

円以下

のもの

に限る。 

  (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

  ○  

 予定価

格50万

円以下

のもの

に限る。 
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定 定 

 ４ 業務委託の

入札 
    

    ４ 業務委託の

入札 
    

   

 (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

競争入札の

参加者の選

択 

  ○  

 予定価

格300万

円未満

のもの

に限る。 

  (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

競争入札の

参加者の選

択 

  ○  

 予定価

格300万

円未満

のもの

に限る。 

 

 (２) 入札執

行の決定 
  ○  

    (２) 入札執

行の決定 
  ○  

   

 (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

    (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

   

 (４) 予定価

格等の決定 
 ○   

    (４) 予定価

格等の決定 
 ○   

   

 (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

定 

  ○  

 予定価

格300万

円未満

のもの

に限る。 

  (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

定 

  ○  

 予定価

格300万

円未満

のもの

に限る。 

 

 ５ 物品調達（修

繕）の入札 
    

    ５ 物品調達（修

繕）の入札 
    

   

 (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

競争入札の

  ○  

 予定価

格300万

円以下

で、所管

課にて

  (１) 一般競

争入札の参

加資格の設

定又は指名

競争入札の

  ○  

契約管理課

長 

予定価

格300万

円以下

で、所管

課にて
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参加者の選

択 

入札執

行する

場合に

限る。 

参加者の選

択 

入札執

行する

場合に

限る。 

 (２) 入札執

行の決定 

  ○  

 予定価

格1,000

万円以

下で、所

管課に

て入札

執行す

る場合

に限る。 

  (２) 入札執

行の決定 

  ○  

 予定価

格1,000

万円以

下で、所

管課に

て入札

執行す

る場合

に限る。 

 

 (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

    (３) 一般競

争入札の参

加申請者の

資格確認 

  ○  

   

 (４) 予定価

格等の決定 

 ○   

 予定価

格が

1,000万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

  (４) 予定価

格等の決定 

 ○   

 予定価

格が

1,000万

円以下

で、所管

課にて

入札執

行する

場合に

限る。 

 

 (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

  ○  

 予定価

格300万

円未満

のもの

に限る。 

  (５) 随意契

約の方式の

決定、相手方

の選択又は

相手方の決

  ○  

 予定価

格300万

円未満

のもの

に限る。 
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定 定 

 ６ 建設工事、業

務委託及び物

品調達（修繕）

の契約締結 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

   ６ 建設工事、業

務委託及び物

品調達（修繕）

の契約締結 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

  

 (17) 所掌

事務に係

る危機管

理に関す

ること。 

１ 事務局にお

ける危機対応

の決定 

 ○    
   (17) 所掌

事務に係

る危機管

理に関す

ること。 

１ 事務局にお

ける危機対応

の決定 

 ○    
  

 ２ 課における

危機対応の決

定 

  ○   
   ２ 課における

危機対応の決

定 

  ○   
  

 (18) 所掌

事務に係

る行財政

改革の推

進に関す

ること。 

行財政改革の実

施及び進捗管理 

  ○  

    (18) 所掌

事務に係

る行財政

改革の推

進に関す

ること。 

行財政改革の実

施及び進捗管理 

  ○  

   

 (19) 所掌

事務に係

る情報処

理に関す

ること。 

１ 情報システ

ムの導入及び

運用の決定 

 重要 軽易  
デジタル行

政推進課長 

   (19) 所掌

事務に係

る情報処

理に関す

ること。 

１ 情報システ

ムの導入及び

運用の決定 

 重要 軽易  
デジタル行

政推進課長 

  

 ２ 電子計算機

等の調達の決

定 

 重要 軽易  
デジタル行

政推進課長 

   ２ 電子計算機

等の調達の決

定 

 重要 軽易  
デジタル行

政推進課長 

  

 (20) その

他所掌事

務の執行

に関する

こと。 

１ 国、県等に対

する意見書、要

望書、計画書等

の提出及び許

認可の申請、副

申又は進達 

特に

重要 
重要 

定

例・軽

易 

 関係部局の

長 

   (20) その

他所掌事

務の執行

に関する

こと。 

１ 国、県等に対

する意見書、要

望書、計画書等

の提出及び許

認可の申請、副

申又は進達 

特に

重要 
重要 

定

例・軽

易 

 関係部課長   

 ２ 国、県、市町

村その他の公

特に

重要 
重要 

定

例・軽

 関係部局の

長 

   ２ 国、県、市町

村その他の公

特に

重要 
重要 

定

例・軽

 関係部課長   
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共団体及び関

係団体等との

協議 

易 共団体及び関

係団体等との

協議 

易 

 ３ 負担金、補助

金、交付金、措

置費等の国又

は県に対する

交付申請及び

交付請求の決

定 

   

     ３ 負担金、補助

金、交付金、措

置費等の国又

は県に対する

交付申請及び

交付請求の決

定 

   

    

 (１) 交付申

請 
 ○   

財政課長    (１) 交付申

請 
 ○   

財政課長   

 (２) 実績報

告 
  ○  

財政課長    (２) 実績報

告 
  ○  

財政課長   

 (３) 交付請

求 
  ○  

    (３) 交付請

求 
  ○  

   

 (４) 補助金

等に係る財

産処分の承

認の申請 

○    

財政課長    (４) 補助金

等に係る財

産処分の承

認の申請 

○    

財政課長   

 ４ 陳情、請願等

の処理 

特に

重要 
重要 軽易  

    ４ 陳情、請願等

の処理 

特に

重要 
重要 軽易  

   

 ５ 儀式の決定

並びに表彰、褒

章、感謝状の贈

呈及び賞状の

授与の決定並

びに国又は県

の表彰及び褒

章に係る推薦 

特に

重要 
重要 軽易  

教育総務課

長 

   ５ 儀式の決定

並びに表彰、褒

章、感謝状の贈

呈及び賞状の

授与の決定並

びに国又は県

の表彰及び褒

章に係る推薦 

特に

重要 
重要 軽易  

教育総務課

長 

  

 ６ 関係法令等 ○    総務部長    ６ 関係法令等 ○    総務部長   
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の違反者に対

する処分及び

告発の決定 

の違反者に対

する処分及び

告発の決定 

 ７ 行政代執行

の決定 
○    

    ７ 行政代執行

の決定 
○    

   

 ８ 債務保証、損

失補償（不動産

の買収に伴う

ものを除く。）

及び損害賠償

の処理（負担行

為は、別表第１

(２)による。） 

重要 軽易   

総務部長 

財政課長 

   ８ 債務保証、損

失補償（不動産

の買収に伴う

ものを除く。）

及び損害賠償

の処理（負担行

為は、別表第１

(２)による。） 

重要 軽易   

総務部長 

財政課長 

  

 ９ 行事（会議、

説明会、講習

会、懇談会等を

含む。）の開催、

共催及び後援

の決定 

 重要 軽易  

共催及び後

援は教育総

務課長合議 

   ９ 行事（会議、

説明会、講習

会、懇談会等を

含む。）の開催、

共催及び後援

の決定 

 重要 軽易  

後援は教育

総務課長合

議 

  

 10 業務の受託

の決定及び契

約の締結 

特に

重要 
重要 軽易 

     10 業務の受託

の決定及び契

約の締結 

特に

重要 
重要 軽易 

    

 11 歳入の徴収

又は収納事務

及び支出事務

の委託の決定

並びに収納方

法に関する協

議 

 ○   

会計課長    11 歳入の徴収

又は収納事務

及び支出事務

の委託の決定

並びに収納方

法に関する協

議 

 ○   

会計課長   

 12 地方自治法

第231条の２の
    

    12 地方自治法

第231条の２の
    

   

46



 

新 旧 

３の規定によ

る指定納付受

託者に関する

こと 

３の規定によ

る指定納付受

託者に関する

こと 

 (１) 指定納

付者の指定

若しくは指

定しないこ

との決定又

は指定の取

消し 

 〇   

会計課長    (１) 指定納

付者の指定

若しくは指

定しないこ

との決定又

は指定の取

消し 

 〇   

会計課長   

 (２) その他

指定納付者

制度に関す

ること 

 重要 軽易  

    (２) その他

指定納付者

制度に関す

ること 

 重要 軽易  

   

 13 申請、照会、

報告、通知等 

特に

重要 
重要 

定

例・軽

易（係

長専

決に

係る

もの

を除

く。） 

定

例・軽

易（業

務の

遂行

に付

随し

て必

要な

個別

の照

会等） 

    13 申請、照会、

報告、通知等 

特に

重要 
重要 

定

例・軽

易（係

長の

専決

に係

るも

のを

除

く。） 

定

例・軽

易（業

務の

遂行

に付

随し

て必

要な

個別

の照

会等） 

   

 14 許可証等の

交付の決定 
  ○  

    14 許可証等の

交付の決定 
  ○  

   

 15 協定の締結

及び覚書の交
重要 軽易   

    15 協定の締結

及び覚書の交
重要 軽易   
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換 換 

 16 統計及び調

査の実施、資料

の収集、作成、

提出、提供及び

配布並びに刊

行物の発行 

 重要 軽易  

    16 統計及び調

査の実施、資料

の収集、作成、

提出、提供及び

配布並びに刊

行物の発行 

 重要 軽易  

   

 17 寄附金及び

寄附物品の受

領及びその処

分の決定 

    

    17 寄附金及び

寄附物品の受

領及びその処

分の決定 

    

   

 (１) 負担付

きのもの ○    
総務部長 

総務課長 

財政課長 

   (１) 負担付

きのもの ○    
総務部長 

総務課長 

財政課長 

  

 (２) その他

のもの 
  〇  

総務課長 

財政課長 

重要な

案件は

部長専

決 

  (２) その他

のもの 
 重要 軽易  

総務課長 

財政課長 

  

 18 公共的団体

に関すること。 
    

    18 公共的団体

に関すること。 
    

   

 (１) 指揮監

督 
○    

    (１) 指揮監

督 
○    

   

 (２) 指示、指

導、助言及び

協力 

 ○   
    (２) 指示、指

導、助言及び

協力 

 ○   
   

 19 事務事業の

実施、推進及び

決定（他に規定

するものを除

く。） 

特に

重要 
重要 軽易  

関係部局の

長 

   19 事務事業の

実施、推進及び

決定（他に規定

するものを除

く。） 

特に

重要 
重要 軽易  

関係部課長   

 20 事務の委任         20 事務の委任        
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 (１) 県の入

札にかかる

もの 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

   (１) 県の入

札にかかる

もの 

別表第１(２)支出負担行為伺及び

決議の表による。 

  

 (２) その他

のもの 
○    

関係部局の

長 

   (２) その他

のもの 
○    

関係部課長   

 21 有料公告掲

載の可否の決

定 

  ○  
財政課長    21 有料公告掲

載の可否の決

定 

  ○  
財政課長   

 
（削除）     

    22 所掌事務に

係るくらし窓

口課との調整 

  ○  
   

 22 所掌事務に

係る市章の使

用承認及び承

認の取消し並

びに使用の差

止め 

  〇  

総務課長    23 所掌事務に

係る市章の使

用承認及び承

認の取消し並

びに使用の差

止め 

  〇  

総務課長   

  

 

新 旧 

(２) 支出負担行為伺及び決議 (２) 支出負担行為伺及び決議 

 

科目 

決裁者 備考   科目 決裁者 備考  

 
市長 副市長 教育長 

教育部

長 
課長 合議先 

    
市長 副市長 教育長 

教育部

長 
課長 合議先 

  

 １ 報酬     ○     １ 報酬     ○ 人事課長   

 ２ 給料     ○     ２ 給料     ○ 人事課長   

 ３ 職員

手当等 
    ○   

  ３ 職員

手当等 
    ○ 人事課長  

 

 ４ 共済

費 
    ○   

  ４ 共済

費 
    ○ 人事課長  

 

 ５ 災害     ○     ５ 災害     ○ 人事課長   
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補償費 補償費 

 ６ 恩給

及び退

職年金 

    ○   
  ６ 恩給

及び退

職年金 

    ○ 人事課長  
 

 

７ 報償

費 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注１   

７ 報償

費 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注１  

 ８ 旅費     ○     ８ 旅費     ○    

 ９ 交際

費 
    ○   

  ９ 交際

費 
    ○   

 

 

10 

需

用

費 

消耗

品費 

食糧

費 

印刷

製本

費 

修繕

料 

   
300万

円以上 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

及び電子計

算機等の調

達に限る。） 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課

（1,000万

円未満は所

管課） 

注３ 

  

10 

需

用

費 

消耗

品費 

食糧

費 

印刷

製本

費 

修繕

料 

   
300万

円以上 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

及び電子計

算機等の調

達に限る。） 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課

（1,000万

円未満は所

管課） 

注３ 

 

 その

他 
    ○   

  その

他 
    ○   

 

 11 
役

務

通信

運搬

費 

    ○ 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

 
  11 

役

務

通信

運搬

費 

    ○ 

デジタル行

政推進課長

（情報シス
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費 手数

料 

保険

料 

テムの運用

に限る。） 

１件80万円

以上の手数

料（医療扶助

を除く。）及

び保険料（自

賠責保険を

除く。） 財

政課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

費 手数

料 

保険

料 

テムの運用

に限る。） 

１件50万円

以上の手数

料（医療扶助

を除く。）及

び保険料（自

賠責保険を

除く。） 財

政課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

 

その

他 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

 

  

その

他 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

 

 

 

12 委託

料 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

及び運用並

びに電子計

算機等の調

達に限る。） 

１件80万円

以上 財政

課長（ただ

し、医療審査

等は除く。） 

工事を伴う

委託にあっ

ては伺：所

管課 

決議：契約

管理課 

注２ 

注３ 

  

12 委託

料 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

及び運用並

びに電子計

算機等の調

達に限る。） 

１件50万円

以上 財政

課長（ただ

し、医療審査

等は除く。） 

工事を伴う

委託にあっ

ては伺：所

管課 

決議：契約

管理課 

注２ 

注３ 
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１件800万円

以上 総務

部長 

１件800万円

以上 総務

部長 

 

13 使用

料及び

賃借料 

   
300万

円以上 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

及び運用並

びに電子計

算機等の調

達に限る。） 

１件80万円

以上 財政

課長（ただ

し、土地借上

料は全額財

政課長合議） 

１件800万円

以上 総務

部長 

   

13 使用

料及び

賃借料 

   
300万

円以上 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

及び運用並

びに電子計

算機等の調

達に限る。） 

１件50万円

以上 財政

課長（ただ

し、土地借上

料は全額財

政課長合議） 

１件800万円

以上 総務

部長 

  

 

14 

工

事

請

負

費 

伺 

5,000

万円

以上 

5,000

万円未

満 

 
2,000

万円未

満 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

に限る。） 

１件130万円

以上 財政

課長 

１件2,000万

円以上 総

務部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課 

注２ 

注３ 

  

14 

工

事

請

負

費 

伺 

5,000

万円

以上 

5,000

万円未

満 

 
2,000

万円未

満 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（情報シス

テムの導入

に限る。） 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課 

注２ 

注３ 

 

 

決議 

5,000

万円

以上 

5,000

万円未

満 

 
2,000

万円未

満 

 

  

決議 

5,000

万円

以上 

5,000

万円未

満 

 
2,000

万円未

満 
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15 原材

料費 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課又は

所管課

（1,000万

円未満は所

管課） 

注３ 

  

15 原材

料費 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課又は

所管課

（1,000万

円未満は所

管課） 

注３ 

 

 

16 公有

財産購

入費 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２   

16 公有

財産購

入費 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２  

 

17 

備

品

購

入

費 

伺 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（電子計算

機等の調達

に限る。） 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課

（1,000万

円未満は所

管課） 

注２ 

注３ 

  

17 

備

品

購

入

費 

伺 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

デジタル行

政推進課長

（電子計算

機等の調達

に限る。） 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

伺：所管課 

決議：契約

管理課

（1,000万

円未満は所

管課） 

注２ 

注３ 

 

 

決議 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

  

決議 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

 

 

18 負担

金、補助

及び交

付金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２   

18 負担

金、補助

及び交

付金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２  
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19 扶助

費 
    ○ 

臨時的又は

異例のもの 

財政課長 

   
19 扶助

費 
    ○ 

臨時的又は

異例のもの 

財政課長 

  

 

20 貸付

金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２   

20 貸付

金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２  

 

21 補償、

補填及

び賠償

金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２   

21 補償、

補填及

び賠償

金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２  

 22 償還

金、利子

及び割

引料 

    ○  

   22 償還

金、利子

及び割

引料 

    ○  

  

 

23 投資

及び出

資金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２   

23 投資

及び出

資金 

2,000

万円

以上 

2,000

万円未

満 

1,000

万円以

下 

800万

円未満 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

注２  

 

24 積立

金 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件80万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

   

24 積立

金 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

１件50万円

以上 財政

課長 

１件800万円

以上 総務

部長 
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 25 寄附

金 
○     

総務部長 

財政課長 

   25 寄附

金 
○     

総務部長 

財政課長 

  

 26 公課

費 
    ○  

   26 公課

費 
    ○  

  

 
27 繰出

金 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

財政課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

   
27 繰出

金 
   

300万

円以上 

300万円

未満 

財政課長 

１件800万円

以上 総務

部長 

  

注１ 物品の購入に係る負担行為については、備品購入費の例による。 注１ 物品の購入に係る負担行為については、備品購入費の例による。 

注２ 支出負担行為決議が終了した案件について、地方自治法第213条若

しくは第220条の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用す

る場合又は地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項

の規定により継続費を逓次に繰り越して使用する場合における支出

負担行為伺及び支出負担行為決議の決裁区分は、教育部長専決とす

ることができる。 

注２ 支出負担行為決議が終了した案件について、地方自治法第213条若

しくは第220条の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用する

場合又は地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の

規定により継続費を逓次に繰り越して使用する場合における支出負

担行為伺及び支出負担行為決議の決裁区分は、教育部長専決とするこ

とができる。 

注３ 変更又は取消しにかかる支出負担行為決議の決裁区分は、契約管

理課長専決とし、指定合議は不要とする。 

注３ 変更又は取消しにかかる支出負担行為決議の決裁区分は、契約管理

課長専決とし、指定合議は不要とする。 

 

 

55



 協議・報告事項（１）  

 

 

長浜市学校いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

 

 
専門分野 補 職 氏 名 任期 

法律 彦根協同法律事務所（弁護士） 高橋 陽一 
令和5年9月1日～ 

令和7年8月31日 

教育 
元滋賀文教短期大学准教授 

（学識経験者・スクールソーシャルワーカー） 
小林 美保子 

令和5年9月1日～ 

令和7年8月31日 

心理 
元神戸親和女子大学学長 

（臨床心理士） 
山添 正 

令和5年9月1日～ 

令和7年8月31日 

 

 

 
長浜市学校いじめ問題対策委員会規則より抜粋 

 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 弁護士 

(３) 臨床心理士 

(４) その他教育委員会が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期 

間とする。 

３ 委員は再任されることができる。 
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